
令 和 ７ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ）

農林水産省 経営局 農地政策課 

林野庁 企 画 課 

項 目 名 
農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予等における営農困難時貸付
け等の拡充 

税 目 贈与税、相続税 

要

望

の

内

容

＜制度の概要＞ 

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の適用を受ける受贈者又は農

業相続人（以下「受贈者等」という。）が、納税猶予の適用を受ける農地等

（以下「特例農地等」という。）について自ら営農することが困難な状態とな

った場合や、山林についての相続税の納税猶予の適用を受ける林業経営相続人

が、納税猶予の適用を受ける山林（以下「特例山林」という。）について自ら

林業経営を行うことが困難となった場合において、特例農地等について貸付け

（以下「営農困難時貸付け」という。）や特例山林について林業経営相続人の

推定相続人への経営委託（以下「経営困難時委託」という。）を行い、税務署

にその旨の届出書を提出した場合、納税猶予が継続する。 

＜要望の内容＞ 

受贈者等が営農困難時貸付けを行うことができる事由及び林業経営相続人が経
営困難時委託を行うことができる事由に「介護医療院への入所」を追加する。 

 平年度の減収見込額 ▲18.8 百万円

(制度自体の減収額) (▲47,000 百万円)

(改 正 増 減 収 額) ( －  百万円)
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新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 

＜農地＞ 

農地集積・集約化と農地の確保 

 ＜山林＞ 

  森林の有する多面的機能の発揮 

林業の持続的かつ健全な発展 

⑵ 施策の必要性 

農地の贈与税・相続税の納税猶予制度及び山林の相続税の納税猶予制度は、

受贈者等が長期にわたり自ら営農を継続することや、林業経営相続人が長期に

わたり自ら林業経営を継続することを前提としているが、疾病等の故障により

途中で営農や林業経営を継続できなくなる事態が想定される。 

その場合に納税猶予を打ち切ることは必ずしも農地の有効利用や森林施業の

集約化等に繋がらないことから、平成 21 年度税制改正において農地の営農困難

時貸付けを、平成 29 年税制改正において山林の経営困難時委託を特例として創

設。 

平成 25 年に告示を制定し、営農困難時貸付けの適用を受けることができる事

由に一定の故障（障害・事由）を追加するとともに、平成 29 年度に山林でも経

営困難時委託の適用を受けることができる事由に関する告示を制定。 

平成 30 年に創設された「介護医療院」は、これら告示に規定していた事由の一

つである「介護療養型医療施設（への入所）」の移行施設であり、介護療養型

医療施設病床の約 75％が介護医療院病床に移行していることから、納税猶予制

度を適切に運用するためにも、告示改正を行い、「介護医療院への入所」を規

定することが必要。 

今
回
の
要
望
（
租
税
特
別
措
置
）
に
関
連
す
る
事
項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

《大 目 標》 

食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振

興、農業の多面的機能の発揮、森林の保続培養と森林生産力の

増進、水産資源の適切な保存・管理等を通じ、国民生活の安定

向上と国民経済の健全な発展を図る。 

《中 目 標》 

２ 農業の持続的な発展 

５ 森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的

かつ健全な発展 

《政策分野》 

２－⑦農地集積・集約化と農地の確保 

５－⑲森林の有する多面的機能の発揮 

５－⑳林業の持続的かつ健全な発展 

政 策 の 

達成目標 

優良農地の確保と有効利用 

森林施業の集約化等 
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租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 

 恒久措置 

 

 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

(農地) 

営農が困難な障害の状態となった受贈者等の負担軽減を図る

とともに、その保有する特例農地等の有効利用を図る。 

(山林) 

経営が困難な障害の状態となった林業経営相続人の負担軽減

を図るとともに、その保有する特例山林の施業の集約化等を 

図る。 

政策目標の

達 成 状 況 
 － 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

(農地) 
（単位：人、㎡、千円） 

 令和７年末 令和８年末 

贈与税 相続税 贈与税 相続税 

対象人数 13 1,358 13 1,358 

適用人数 1 1 1 1 

適用面積 2,300 1,000 2,300 1,000 

減 収 額 590 7,635 590 7,635 

(山林) 
（単位：人、件、千円） 

 令和７年末 令和８年末 

適用範囲 146 146 

適用件数 1 1 

減税額 10,633 10,633 

  

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 障害等のため、営農が困難となった受贈者等の保有する特例

農地等について貸付けを行った場合や、林業経営相続人の保有

する特例山林について推定相続人に経営委託を行った場合にお

いても、贈与税又は相続税の納税猶予が継続されることによっ

て、受贈者等及び林業経営相続人の負担軽減並びに農地等の有

効利用や森林施業の集約化等が図られる。 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税

制上の措置 

 － 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 － 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 － 
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要望の措置 

の 妥 当 性 

 本措置は、農地の有効利用の確保や、森林施業の集約化等に

資するものであり、法令・告示に規定された障害等の基準を満

たす場合に限って適用されるものであり、政策目的を達成する

手段として的確であり、かつ、必要最小限の措置であるといえ

る。 

 なお、本措置は、税制特例が打ち切りとなる場合の例外措置

として講じられるものであり、税制以外に、比較が可能となる

政策の手段は存在しないところ。 

 また、本措置については、障害等となった者に対する救済措

置として、適用数のいかんに関わらず存置することが必要。 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

（農地） 
                   （単位：人、㎡、千円） 

 
令和２年末 令和３年末 令和４年末 

贈与税 相続税 贈与税 相続税 贈与税 相続税 

対象人数 9 1,363 17 1,375 14 1,337 

適用人数 1 2 0 1 1 0 

適用面積 3,800 2,500 0 600 3,000 0 

減 収 額 442 17,451 0 4,275 739 0 

 

（山林） 
（単位：人、件、千円） 

 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

適用範囲 1 1 1 

適用件数 0 0 0 

減 税 額 0 0 0 

  

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

 － 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

（農地） 

令和４年末において、障害等のため営農が困難となった受贈

者１名の保有する農地 3,000 ㎡について貸付けが行われ、農地

の有効利用が図られた。 

 

（山林） 

現時点では適用がなされてはいないが、適用された場合に

は、林業経営相続人の負担軽減並びに森林施業の集約化等が図

られるものと考える。 

前回要望時 

の達成目標 
 － 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 － 
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これまでの 

要 望 経 緯 

 

平成 12 年度 借換特例を措置。 

 

平成 17 年度 猶予期限の確定事由に「耕作の放棄」の追加等。 

 

平成 21 年度 農地制度の改正趣旨を踏まえ、相続税の納税猶予

制度について、市街化区域外に限り特定貸付けの

特例を創設 

       贈与税及び相続税の納税猶予について、営農困難

時貸付けの特例等を措置 

 

平成 24 年度 農地集積を加速化等するため、贈与税の納税猶予

制度について特定貸付けの特例を創設 

       山林における納税猶予制度の創設 

 

平成 25 年度 営農困難時貸付けの適用を受けることができる事

由に一定の故障（障害・事由）を追加 

 

平成 29 年度 山林における納税猶予について、経営困難時に推

定相続人に経営委託できる特例等を措置 
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